
【情報提供】 

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について 

～中小企業で最大 9割の助成率、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象～ 

 

 平素は当クラブの運営に関しまして、格段のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、国（厚生労働省）は３月２８日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業者支援

として、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大策を発表し、４月１日から６月３０日までを

「緊急対応期間」とし、全国で特例措置を実施しております。 

 

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対

して一時的に休業（※）、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業

手当、賃金などの一部を助成する制度です。 

 

対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者（全業種）となっており、

助成額の上限は対象労働者１人１日あたり８，３３０円となっております。また、特例措置が拡大

され、要件がさらに緩和された内容につきましては、別紙をご参照のうえご確認願います。 

 

 売上や生産量が減少し、助成対象となる取組み（休業・教育訓練・出向等）を計画・実施してい

る会員事業者各位におかれましては、お近くのハローワークへ直接、お問い合わせ・ご相談いただ

きますようお願い申し上げます。 

以 上 

※休業とは 

・雇用助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日の従業員である労働者を休ませるものをいいます。単 

に事業所が営業を休むことをいうのではありません。 

・全員ではなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。 

・例えば、事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業 

手当は、雇用助成金の対象となります。 

・ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、１時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要が 

あります。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

厚生労働省 福島労働局 ハローワークいわき  ℡ ０２４６－２３－１４２１ 

             ハローワーク小名浜  ℡ ０２４６－５４－６６６６ 

             ハローワーク勿  来  ℡ ０２４６－６３－３１７１ 

 




